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近年、少子高齢化や核家族化の進展、ライフスタイルの

変化や価値観の多様化などにより、人間関係が希薄化し、

家庭や地域での支え合い機能の低下が進むとともに、子ど

もや高齢者等への虐待、自殺やひきこもり、孤独死などの様々な社会問題に加え、８

０代の親と５０代の子どもが世帯ごと困窮する８０５０（はちまるごーまる）問題や

育児と介護が重なるダブルケアの問題など、制度や分野をまたがる複合的な課題が顕

在化しています。 

また、いまだかつてないほどの人口減少と高齢化の進展により、将来的には、高齢

化率が生産年齢人口率を上回り、あらゆる分野で担い手不足が見込まれるなど、経済

のみならず社会全体の大きな転換期を迎えています。 

このような中、国においては「地域共生社会の実現」を基本コンセプトに、社会的

な孤立や排除をなくし、誰もが役割を持ち活躍できる社会の実現に向け、社会福祉法

を改正し、市町村が、小学校区域などの住民に身近な圏域において、地域住民等が主

体的に地域生活課題を把握して解決を試みることができる環境の整備や地域住民の相

談を包括的に受け止める場を整備するよう努めるものとされました。 

本市では、平成１８年に第１期計画を策定し、以降第２期、第３期と改編を行いな

がら、地域福祉の推進に努めてまいりましたが、本年度で第３期計画が終了すること

から、第１期からの基本理念である「ふれあって 支えあって 助けあって…… ど

んなときも みんなの笑顔が輝くまちをつくります」を継承しつつ、高齢者や障がい

者、子どもなどに関する各個別計画との役割分担を図るなど、法改正等を踏まえて、

第４期計画を策定したところであります。 

誰もが住み慣れた地域で安心し、生きがいを持って暮らしていくためには、公的な

福祉サービスだけではなく、地域住民が互いに支え合い、助け合うといった地域が一

体となった支援体制づくりがますます重要となってきています。「公助」の充実を図る

とともに、「自助」「互助」「共助」の維持・活性化に資するような施策の展開を図って

まいりますので、市民の皆様におかれましては、積極的に地域福祉活動にご参加・ご

協力いただきますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました北見市社会福祉審議

会の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメントなどを通じて貴重なご意見

やご提案をいただきました皆様に厚くお礼と感謝を申し上げます。 

 

令和３年３月 

 

北見市長  䭜 直孝 

は じ め に 
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